
- 1 - 

 

➊ 相 続 税 の あ ら ま し  
 

 
 相続税は、個人が被相続人（亡くなられた人のことをいいます。）の財産を相続、遺贈や相続時精算課

税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。 

 

 
(1) 相続 

 相続は、原則として、死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の

財産に関する一切の権利義務を承継することになります（扶養を請求する権利や文化功労者年金を受

ける権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。）。 

(2) 遺贈 

 遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。 

（注） 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与（これを死因贈与といいます。）については、

相続税法上、遺贈として取り扱われます。 

(3) 相続時精算課税に係る贈与 

 相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその

贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額

から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度（相

続時に精算）で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。 

 贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として

贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出

書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。 

(4) 相続人 

 民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相

続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。 

イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 

（注） 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。 

ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。 

（イ） 被相続人の子（子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき

は、孫（直系卑属）が相続人となります。） 

（ロ） 被相続人に子や孫（直系卑属）がいないときは、被相続人の父母（父母が被相続人の相続開

始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母（直系尊属）が相続人となり

ます。） 

（ハ） 被相続人に子や孫（直系卑属）も父母や祖父母（直系尊属）もいないときは、被相続人の兄弟

姉妹（兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、

おい、めい（兄弟姉妹の子）が相続人となります。） 

 

 

  

1 相続税とはどのような税金でしょうか 

2 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか 

 

 

 

 は じ め に 【 必 ず お 読 み く だ さ い 】  
 

Ⅰ この冊子をご利用いただく人 

この「相続税の申告のしかた（令和８年分用）」は、令和８年４月１日現在の法令等に基づいて作成して

いるもので、原則として、令和８年１月１日から令和８年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続

税の申告のしかたなどについて説明したものです。 

 

Ⅱ マイナンバー（個人番号）の記載等について 

相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する際には、申告書にマイナンバーを

記載する必要があります。 

また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認（番号確認及び身元確認）を

行うため、申告書に記載された各相続人等の本人確認書類（73ページ参照）の写しを添付する必要があり

ます（各相続人等のうち税務署の窓口で申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代

えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。）。 

 

Ⅲ この冊子は、所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号）による改正前の租税特別措置法

を「平成21年改正前の租税特別措置法」と表記しています。 

 

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください 

有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告手続等が

できません。確定申告期など、市区町村窓口の混雑が予想されますので、有効期限通

知書が届いた方※は、お早めに更新手続をお願いします。 

※ 通知が来ていなくても有効期限の３か月前から更新が可能です。有効期限や更新

手続等の詳細は、デジタル庁ホームページをご確認ください。 

 

令和７年１月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて 

税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和７年１月から、申告書等の控えに収受

日付印の押なつを行っておりません。申告書等を書面で提出（送付）する際には、申告書等の正本（提出

用）のみを提出していただきますようお願いします。 

申告書等の控えに収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、

提出年月日の記録・管理をお願いします。 

なお、令和７年１月以降、当分の間の対応として、「リーフレット」（今般の見直しの内容と申告書等

の提出事実等の確認方法をご案内するもの）に申告書等を収受した「日付」や「税務署名（業務センター

名）」を記載したものを、希望者にお渡ししています。 
 

（国税庁ホームページ「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するＱ＆Ａ」参照） 
 

 

令和８年分用の申告書について 

国税庁では「課税・徴収事務の効率化・高度化」等に向けた各種施策を進めており、令和８年分用の申

告書は様式を変更します。 

令和８年分の相続税の申告では、変更前の様式は使用しないようお願いします。 

また、上記の様式の変更に伴い、令和８年分用から控用が廃止になり、必要に応じて、ご自身で控えの

作成・保管をしていただくことになります。 
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